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◎関係者の方へご回覧ください。

殿

一般社団法人日本経営協会
九州本部長 長 沢 昭 彦

NOMA行政管理講座〈福岡〉開催のこ案内

地方議会議員のLめの議会基本条例と政策立案・条例制定
～混迷を深める現在において地方議会はどのように運営され、何をするのが望ましいのか?～

拝啓 時下ますますこ清祥のこととお喜び申しあげます .

本会事業活動には、平素より格別のこ支援、こ協力を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、議会基本条例は、議会に関する基本的事項について足めた議会運営の寒法ともいうべき条例をいいます。

最初に制定したの |ま 、北海道の栗山町議会ですが、地方分権一括法の制定をきっかけに始まった議会の自主改革の延長線

上にあるのが、この議会基本条例です。一般に論じらねるのは、地方分権の進展、議会の権限の拡充、議会及び行政への住民参

加の拡大、NPOと行政の協働など、新たな議員の活動が望まれるようになつたことが大きな要因です。

議会基本条例は、議会運営の基本を定めるとともに、新たな行政の活動も求めるものであり、また、新たな条例立案の可能

性を示すものと言えます。

本セミナーは、単なる議会基本条例につ。てつ手説で |ま なく、近時、議会 議員への厳しい t́=11を二沓まえ議会 |こ 与えらねた

権限を再確認したうえで、その制定前後に必要ここ
ツ
1る政策法務に関する知識や議会に対する課題 |こ つしヽて言含点整理を行い、

議会基本条例の必要性とその制定について考えてv｀ ■だく内容となつております。

時節柄、公務こ多忙の折とは存じますが、関係各位多数ここ参加、ならびにこ派遣をお勧め申しあげますc

敬 具

言己

日   口寺 +1127+1tr228 (^) @t o:oo-'16:00

会   場 パピヨン24 3F会議室

福岡市博多区干代 1-17-1(西部ガス本社ビル)
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参加料 (負担金)

キャンセル

,自

(元 )国立大学法人 熊本大学大学院法曹養成研究科(法科大学院)教授

(元 )東 京 都 総 務 局 法 務 部 訟 務 担 当 課 長 林  勝 美 氏

宿ご

参 加 料 消 費税 合  計

本会会員(1名 ) 18,000円 1,440円 19,440円

般(1名 ) 20,000円 1,600円 21,600円

裏面申込書に必要事項をこ記入のうえ、下記へお些〕■みください 3

折返し参加券を連絡担当者宛にお屋けいたします
=

E受[ま参1三 雰[′τこで彊言
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前まてこ電言Ξこでこ[
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こ参刀□料 t負捏金,ま、銀行
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|こで三≡まで こうfつ く■I。 |=

◎参加料 (負担金)振込手続がやむを得ず当日よりおくれる場合は、払込方法、予定日

をこ連絡ください。

こファクシミリでのお甲込み■受′■
「

ます :

(こ の場合、送信後確認の電話をお願しヽします=)

=お
納めいただいた参加料(負担金)は 、原則として返却いたしかねますので、参加申込

の方がこ都合の悪い場合は代理の方にこ出席いただきますようお願いいたします。

C天候不良や参刀日少人数の,台、=二またま延期させていただくこともありますの

でこ了承ください。

胃催日の3営業日前～前日のキャンセルは受講料30%、 開催当日のキャンセルは

100%をキャンセル料として申し受けます。なお、当日までに連絡なくこ欠席の

身合でも、100%のキャンセル料となりますので、あらかじめこ了承ください。

こ参考迄に会場周辺のホテルを下記の通りこ案内中し上げておりますので、

必要な場合は直接ホテルヘお早めにお生し込み 1予■
‐
ください。

一般社団法人日本ふ蚤営協会
九州本部企画研修グループ(行政管理講座担当)

●地下鉄「千代県庁口」4番出口直結
●福岡墾 博多駅より中洲サ|1端駅で乗りかえ、1番ホームより員塚行き乗菫

●天神駅より員塚行きに乗車

〒812‐0011福岡市博多区博多駅前 1-6‐ 16西鉄博多駅前ビル7F
丁EL 092(431)3865 FAX 092(431)3367
URL:http://www.noma.or.ip
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三分
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泊り)です。料金等につきましては変更される場合がありますので、予めこ了言く■
=_

又、☆印のホテルにつきましては上記正規料金より割引となります。

ご予約の際は「日本経営協会を通しての予約」という旨を必ずお伝えください。

お申し込み

お問合せ先

会場案内図〈パピ∃ン24〉

パピヨン24

穆

博多区千代 1‐ 17‐ 1

博 多

申込 方 法

参加料(負担金)振込先′・1名義|―肢生面法人昌不[E蕎会几11石ぎ

福 岡 銀 行

西日本シティ銀行

北 九 州 銀 行

肥 後 銀 行

博多駅東支店

本    店

福 岡 支 店

南 博 多支 店

NO.1032167

No.0089816

No.60083

`普
｀

こ注意

・銀行振込の場合、領収書の発行は省略し「録`=猥 込金受

領書」を領収書に代えさせていただきます :

・振込手数料|ま員庁1こ てこ負三三 _｀ほ了 :

・お振込みは必ず申込役所名・
=「

名てお≡・ 。ます :

ホテル名 宿泊料 (シ ングル) 交   通 ホテル電話

7,560円 (税・サ込) 1地下鉄中洲川端駅より徒歩5分
冷泉閣ホテル川端 092-281… 1811

西鉄イン福岡 7,100円 (税・サ込)

地下鉄天神駅より徒歩5分
地下鉄中洲川端駅より徒歩3分 092-712¨ 5858

ホテルレガロ福岡 7,452n(&.r.*Ei ) パピ∃ン24より徒歩3分 092-651‐ 7611



◆プログラム◆

議会基本条例と議会改革

(1)議会基本条例制定の背景

(2)議会基本条例の内容・通年議会等の特色ある規足

(3)議会基本条例の問題点

2 議会・議員に対する批判に対 して

どのように答えるのか

(1)議員定数と報酬に対する批判について

(2)議員提案条例の消極性に対する批判について

(3)住民との接点の少なさ及び議会の公開の消嘔性 ,こ

対する批判について

(4)劇場型暴走首長に対する批=」 |こ つし`て

(5)自 治基本条例 住民投票条炉|」 にヌ]する■=」 |こ ついて

3 議会制度改革と自治体政策法務との関係

(1)今なぜ、議会市」度改革か

(2)地方分権改革と機関委任事務の廃止との関係

(3)国と地方自治体との役害」分把の法的意味

(4,ガ権憂不原員:」 こその承nl二置4可 |フ |こ つし,て

(5)国と地方の協議の場に関する法律 (平成23年法律

第38号)の重要性

4 自治立法のあり方と自治体政策法務

(1)自 治立法の必要性の半|」 flこ つ、て

(2)自 治立法の円容とそら選Iこ こつ_て

(3｀ 立法事実の必要 三二そつ正三 三|こ つし`て

5 過去に問題 とされた条例の内容と法的問題点
.l t‐三]=石■i4T言 |」 度適正化条例について
,2.天坂市家庭教育支援条例案について

13)大津市子どものいじめの防止に関する条1,1に つし`て

(4)大阪市労使関係に関する条夕」|こ つ。
｀
て

(5)1日 高根町簡易水道事業1含水条′
「_こ つ二て

(6)長崎県飯盛町旅倉言違美手=_条
4,_|こ っぃて

(7)滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する

条例について

(8)鳥取県人権侵害救済推進及び手続に関する条例に

ついて

6 自治体の自治立法権と条例制定権の限界

に1)自 治体の地方行政執行権と憲法第65条 との関係

(2)条例制定権の根拠について

(3)条例制定権と憲法との関係

(4)条例制定権と法令との関係

(5)徳島公安条例最高裁判決について

7 分権時代のこれからの議会運営

(1)議会万3三二二妻員万つ発橿

(2)議会の事警言つ二l云言生機能の充実・強化

厖劃轟蜜Inl
(元 )国立大学法人 熊本大学大学院法曹養成研究科(法科大学院)教授
(元 )東京都総務局法務部訟務担当課長

林  勝 美 氏
昭和45年 3月 甲天大学法学部法律学科卒業。同年4月東京都庁入庁。

総務局法務部注務第一課、民事訟務課、不服審査法務室、総務局文書

課を歴任後、管≡段として建設局の管理課長等を経て、再び法務部副

参早、訟務担当課長として訟務実務担当。平成 14年 3月 都庁退職。

同年4局 公募により熊不大学法学部教授就任。平成 16年4月 熊太大

学法科大学院教授就任。平成22年 3月 熊本大学を定年により退職。

著言・道州制問題の法的視点」(ぎょうせい2008年 )『地方公務員

のための訴訟百母」(共著 ぎょうせい刊 )、 論文「国土利用計画法と条

例」(第一法規・法令解説資料総覧No.67 No,68)、 「道州制問題と

地方公共団体」『地域を倉」る」(成 文堂 )、「指定管理者制度と争訟」
『グローカリズムの射程』(成文堂 )、「議員の活動と公費負担の範囲

に関する意見書」『熊本法学』第 108号 (熊大法学会 2005年 )、

「自治体の新設合併に伴う職員の身分変動と不利益処分該当性に

関する意見書」『熊本法学』第 ]]5号 (熊大法学会 2008年 )、「熊本

市自治基太条例 (案 )に ついて」F熊太法学」第 117号 (熊大法学会
2009年 )他。

S-14100939‐ 11/1‐ 3

キ ーリーートーリー線 十一_____
FAX 092-431-3367
-NOMA行 政管理講座 〈福岡〉開催一
「地方議会議員のための議会基本条例と政策立案。条例制定」参加申込書

(注)太ワクの中を |

・循環型社会構築を目
こ記入ください。※印は当協会記入欄です。 (経験年数は現在の部課での年数をこ記入ください。)

指 して一本案内状はリサイクル紙を使用 しております。
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(こ記入
導F[草 |:::日 1嚢途

盲|:三三三三:5加面(貰担金) に

(福岡・西日本シティ・北九州・肥後)銀行に振り込みます。

役 所 名

団 体 名

所 在 地

ふりがな

所属 ・役職

経 験 年 数

参加者氏名 年  力月

′3.し ■‐
「

I

所属 ・役職

経 験 年 数

参加者氏名 年  力月

ふりがプc「

所属 役職

経 験 年 数

参加者氏名 年  力月

連絡担当者 所属 ・役職 請 求 書 要・不要

参加申込書に は、下記の目的に使用させてし
0参加券や請求書の発送などの事務処理 ミナー ベン トなどの本会事業のこ案内 なお、③が は□にチェックしてく し


